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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
体側ライナーと、外側カバーと、前記体側ライナーと前記外側カバーとの間に配置された
吸収体とを含み、前記体側ライナー及び前記外側カバーは、前部ウエストセクションと後
部ウエストセクションを有し、該前部ウエストセクション及び後部ウエストセクションの
各々には、物品の最も狭い部分を越えて横方向に延びるように一対の横方向に対向した耳
部分が形成され、物品の両側の側縁部に沿って脚部弾性材が配置されて使用中に弾性をも
たらす脚部開口を形成しており、前記体側ライナーは、前端部縁と、後端部縁と、一対の
横方向に対向した側部縁とを備える開口部を有しており、さらに、対をなす付加的な弾性
部材が、前記開口部の前記側部縁に沿って少なくとも部分的に延び、さらに前記前端部縁
と前記後端部縁の少なくとも一方を越えて縦方向に、かつ横方向に拡がる方向に延びるよ
うに配置された使い捨て吸収性物品であって、
　着用者のウエスト周りに前記吸収性物品を締着するための締着手段（５０，５４）を有
し、
　前記付加的な弾性部材は、前記吸収性物品の前記対向した耳部分内に延びて、前記付加
的な弾性部材の端部は前記締着手段に隣接し、使用中に、前記締結手段による前記吸収性
物品の着用者のウエスト周りへの締着によって前記付加的な弾性部材に力がかかり、これ
によって前記開口部の前記前端部縁と、前記後端部縁と、前記側部縁とからなるすべての
開口部縁と着用者の臀部との接触状態を維持するのを助けるべく作用し、かつ前記開口部
が糞便排泄物を受け取るために着用者の肛門部と適切に整列するように作用することを特
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徴とする使い捨て吸収性物品。
【請求項２】
前記体側ライナーにおける前記開口部が、前記吸収性物品の長さの５０パーセント以下の
長さであることを特徴とする請求項1に記載の吸収性物品。
【請求項３】
前記体側ライナーにおける前記開口部が、前記吸収性物品の長さの３０パーセント以下の
長さであることを特徴とする請求項1に記載の吸収性物品。
【請求項４】
前記開口部の長さの少なくとも60パーセントが前記吸収性物品の横中心線の後方に配置さ
れていることを特徴とする請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載の吸収性物品
。
【請求項５】
前記体側ライナーにおける前記開口部が前記横方向の中心線に沿った前記吸収性物品の幅
の50パーセント以下の前記吸収性物品の横中心線に沿った幅を備えていることを特徴とす
る請求項１から請求項４までのいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項６】
前記開口部は150平方センチメートル以下の面積を有することを特徴とする請求項１から
請求項５までのいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項７】
前記体側ライナーにおける前記開口部の前記側部縁は、前記吸収性物品の後部ウエストセ
クションにおいて横外方に拡がることを特徴とする請求項１から請求項５までのいずれか
１項に記載の吸収性物品。
【請求項８】
前記体側ライナーにおける前記開口部の前記側部縁は、前記物品の縦方向中心線に対し、
５度から４５度の拡がり角を形成することを特徴とする請求項７に記載の吸収性物品。
【請求項９】
前記体側ライナーにおける前記開口部の前記側部縁は、前記吸収性物品の前部ウエストセ
クションにおいて横内方に収束することを特徴とする請求項１から請求項８までのいずれ
か１項に記載の吸収性物品。
【請求項１０】
前記付加的な弾性部材は、横方向に拡がる方向に前記開口部の前記前端縁を越えて長手方
向に延び、前記前部ウエストセクションの前記一対の横方向に対向した耳部分内に達して
いることを特徴とする請求項１から請求項９までのいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項１１】
前記付加的な弾性部材は、前記吸収性物品の長さの少なくとも5パーセントの距離だけ前
記開口部の前記端部縁を越えて長手方向に延びていることを特徴とする請求項１から請求
項１０までのいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項１２】
前記開口部の前記端部縁を長手方向に越えて延びる前記付加的な弾性部材は、少なくとも
２．０センチメートルの距離だけ前記吸収性物品の長手方向の中心線から測定して横方向
外方に延びていることを特徴とする請求項１から請求項１１までのいずれか１項に記載の
吸収性物品。
【請求項１３】
前記付加的な弾性部材は、前記開口部の前記端部縁を越えて、前記吸収性物品の縦方向中
心線に対して２０度から７０度の拡がり角で延びることを特徴とする請求項１から請求項
１２までのいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項１４】
前記付加的な弾性部材は、前記開口部の前記端部縁を越えて、前記吸収性物品の横方向中
心線に対して３０度から４５度の拡がり角で延びることを特徴とする請求項１から請求項
１３までのいずれか１項に記載の吸収性物品。
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【請求項１５】
前記付加的な弾性部材の各々は複数の弾性ストランドを含むことを特徴とする請求項１か
ら請求項１１までのいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項１６】
前部ウエストセクションと、後部ウエストセクションと、前記前後ウエストセクションを
相互に接続する中間セクションと、一対の側部方向に対向した側部マージンとを有し、前
記体側ライナーには、前記前部ウエストセクションにおいて、液体排泄物を受取り、分配
するための液体処理層が配置されたことを特徴とする請求項１から請求項１１までのいず
れか１項に記載の吸収性物品。
【請求項１７】
前記液体処理層は不織材料からなることを特徴とする請求項１６に記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（技術分野)
本発明は、一般的に人体流体および尿、糞便物質のような排泄物を吸収するための吸収性
物品に関する。より詳細には、本発明は、糞便物質を収集し、含み、漏れを回避するよう
に構成された成人用失禁衣類に関する。
【０００２】
（背景技術）
使い捨ておむつのような従来の吸収性物品は、人体排泄物を吸収するのに、液体透過性体
側ライナーと、液体透過性外側カバーとの間に配置された吸収性材料を採用する。このよ
うな従来の吸収性物品は、人体排泄物の漏れを減少させるために、一般的に弾性化された
ウエストバンドと、脚部カフスとを含んでいた。
【０００３】
しかし、多くのこのような従来の吸収性物品は完全に満足できるものではなかった。特に
、このような従来の吸収性物品の多くは、使用中に物品内に人体排泄物を完全に含むこと
なく、分離することはなかったので、人体排泄物が着用者の皮膚に接触することになった
。このような接触は着用者の皮膚に刺激を与えるということが知られている。例えば、幼
児のケアに伴う共通する問題はおむつかぶれであり、これの原因は、少なくとも一部、糞
便物質および尿を含む人体排泄物が幼児の皮膚に接触することであった。このため、皮膚
の刺激のレベルを少なくするために、人体排泄物を着用者の皮膚から分離することが依然
として必要とされる。さらに、従来の吸収性物品の多くが人体排泄物を物品内に含むこと
ができないために、好ましくないことには漏れてしまい、着用者の衣類を汚してきた。漏
れの問題は、着用者が使用中に流動状または水糞便物質を排出した場合、このような吸収
性物品の脚部およびウエスト領域において、特に明白である。一般的に、着用者によりか
けられた力のために、流動状または水状の糞便物質が物品の股から物品の脚部およびウエ
スト領域に向かって側部および長手方向に流れる。このような問題は着用者が、特に活動
し、物品の股領域に常時圧力をかけるときに、倍増されることになる。漏れの問題は、皮
膚に関する親和性を有する糞便物質が皮膚に接触し、脚部およびウエスト開口部を通り着
用者の皮膚に沿って移動するために、発生した。このように、従来の多くの吸収性物品に
おいて、人体排泄物が充分に吸収性物品の中に含まれず制御されなかった。
【０００４】
従来の吸収性物品によっては、このような漏れを防ぐために物品の脚部とウエスト領域に
おいて弾性成分と封じ込めすなわちバリヤフラップを含むものもあった。しかし、このよ
うな弾性成分と収納フラップは人体排泄物を着用者の皮膚から分離し、このような物品の
脚部およびウエスト領域から漏れをなくすとは限らなかった。例えば、流動糞便物質のよ
うな排泄物は、封じ込めフラップと着用者の体との間の小さな開口部を通って出るまで、
着用者の皮膚に残ったままとなり、移動する。着用者の身体と封じ込めフラップとの間に
できるこのような開口の原因は、物品と着用者との不適当なフィット性と、使用時におけ
る着用者の動作である。
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【０００５】
別の従来の吸収性物品は、着用者からの糞便排泄物がライナーを通ることのできるように
構成されている孔を有する体側ライナーを含んできた。しかし、このような孔を中に有す
る体側ライナーは、完全に満足いくものではなかった。例えば従来の物品の体側ライナー
の孔は、人体排泄物を受取るのに着用者の肛門と正確に整列しないことが多い。このよう
な問題は、着用者が活動しているとき特に深刻である。糞便排泄物は穴を通らず、代りに
、体側ライナーの体に面する面で着用者の皮膚と接触したままになるので好ましくない。
この問題を解決するために、いくつかの従来の吸収性物品では、ライナーのなかに大型の
孔を含み、孔が排泄物を受取る位置にあることを確実にしている。しかし、穴の大きさが
大きくなると、着用者の皮膚と接触したままである糞便排泄物の量が増大するので好まし
くない。
【０００６】
このように脚部弾性、封じ込めフラップおよび体側ライナーが物品の性能を改善したが、
このような吸収性物品の脚部およびウエスト領域からの人体排泄物の多くの漏れを減少さ
せる必要が、依然として残されている。改善された皮膚の状態のために、使用中に着用者
の皮膚と物品の吸収性本体との間の糞便排泄物をよりうまく分離する必要性が残されたま
まである。
【０００７】
(発明の開示)
上述に記載した困難性と問題に答えて、人体排泄物を分離し含むように人体ライナーに密
接した新規な使い捨て吸収性物品が発見された。
１態様において、本発明は、開口部を中に有する体側ライナーを含む使い捨て吸収性物品
に関する。開口部は、前端部縁、後端部縁、および側部方向に対向した一対の側部縁を備
える。物品は、開口部の側部縁に沿って少なくとも部分的に延び、側部分岐方向に開口部
の端部縁の少なくとも一方を越えて、長手方向に延びる一対の弾性部材を含む。弾性部材
は、使用時に開口部の縁を着用者の臀部に接触させた状態を維持するように構成されてい
る。特定の実施例において、体側ライナーの開口部の側部縁が吸収性物品の後部ウエスト
セクションにおいて側部方向外方に分岐している。
【０００８】
別の態様において、本発明は、前部ウエストセクション、後部ウエストセクション、およ
び前後ウエストセクションを相互に接続する中間セクションを有する使い捨て吸収性物品
に関する。各ウエストセクションは一対の側部方向に対向した耳部分を備える。物品は、
外側カバーと、この外側カバーに重ねられた関係で接続された体側ライナーおよび外側カ
バーと体側ライナーとの間に配置された吸収性本体とを含む。体側ライナーは糞便排泄物
を受取るための開口部を中に有する。開口部は前端部縁、後端部縁および一対の側部方向
に対向した側部縁を備える。物品は、側部に分岐方向に開口部の前端部縁を越えて長手方
向に延びる一対の弾性部材を含む。物品は、側部分岐方向に開口部の前端部縁を越えて前
部ウエストセクションの対向した耳部分の方向に長手方向に延びる一対の弾性部材も含み
、使用時において、開口部の縁が着用者の臀部と接触するようにする。
【０００９】
さらに別の態様において、本発明は前部ウエストセクション、後部ウエストセクションお
よび前後ウエストセクションを相互接続する中間セクションを有する使い捨て吸収性物品
に関する。物品は、外側カバと、該外側カバーに重ねられた関係で接続された体側ライナ
ーおよび外側カバーと体側ライナーとの間に配置された吸収性本体とを含む。体側ライナ
ーは、糞便排泄物を受取るための開口部を有し、開口部は前端部と、後端部縁と一対の側
部方向に対向した側部縁とを形成する。物品は、開口部の側部縁に少なくとも部分的に沿
って延びる一対の弾性部材を含み、使用時に、開口部が着用者の臀部に接触するようにす
る。物品はさらに、液体排泄物を効率的に含むように構成された吸収性物品の前部ウエス
トセクション内の体側ライナーに配置された液体処理層も含む。
【００１０】
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本発明の様々な態様では人体排泄物を効率的に分離し、吸収し、含む吸収性物品を提供す
るので便利である。特に、本発明の吸収性物品は、人体排泄物と着用者の皮膚との接触程
度を少なくし、物品の脚部領域とウエスト領域から排泄物の漏れを少なくする人体隣接ラ
イナーを含む。この結果として、本発明の様々な態様の吸収性物品は従来の吸収性物品に
比較すると、皮膚の刺激および漏れのレベルを減少させ、消費性能を改善することになっ
た。
【００１１】
(発明を実施するための最良の形態)
本発明は、本発明の以下の詳細な説明と図面を参照すればより完全に理解でき、更なる利
点が明白になるであろう。同一の符号は同様の要素を表している。図面は例示にすぎず、
請求の範囲を制限するものではない。
【００１２】
以下の詳細な記載は、幼児が着用者の胴体に着用するようになっている使い捨て吸収性物
品に関するものである。しかし、本発明の吸収性物品は、女性生理用品、成人失禁用製品
、トイレ訓練用パンツ等のような別の種類の吸収性物品に使用するのにも適していること
が明白である。さらに、本発明は、様々な構造の内容について記載する。本発明の別の配
列もこのような構造の組み合わせからなることに留意しなければならない。
【００１３】
図１および２を参照すると、使い捨ておむつ２０のような一体式吸収性物品は、前部ウエ
ストセクション22、背部ウエストセクション24、前後ウエストセクションを相互接続する
中間セクション26、一対の側部方向に対向した側部縁28、および一対の長手方向に対向し
た端部縁30とを形成する。前後ウエストセクションは、使用時に着用者の前後下腹部領域
それぞれにわたり延びるように構成された物品の全体部分を含む。対向した側部縁28はお
むつの脚部開口部を形成し、曲線状、すなわち、着用者の脚部により密接に隣接するよう
な輪郭になっている。対向した端部縁30は、おむつ20に関するウエスト開口部を形成し、
一般的には直線であるが、曲線状でもよい。おむつ20は長手方向の中心線40と、側部中心
線42、横方向44および長手方向46も形成する。
【００１４】
図1は、本発明の平坦で、非収縮状態のおむつ20の平面図である。構造部分が部分的に切
断され、おむつ20の内部構造をより明白に示し、着用者に接触するおむつの面が観察者に
見られるようになっている。おむつ20は、実質的に液体不透過性外側カバー32、外側カバ
ー32と面する関係に配置された有孔性液体透過性体側ライナー34および外側カバーと体側
ライナーとの間に配置された吸収性パッドのような吸収性本体36とを含む。外側カバー32
のマージンセクションのようなおむつ20のマージン部分が吸収性本体36の末端縁を越えて
延びていればよい。図示した実施例において、例えば外側カバー32が吸収性本体36の末端
マージン縁を越えて延びており、おむつ20の側部マージンと端部マージンとを形成するよ
うになっている。体側ライナー34は、一般的に外側カバー32と同一の広がりを有するが、
所望のように外側カバー23の面積より大きいか、小さい面積を任意的にカバーすればよい
。
【００１５】
おむつ20は様々な適当な形状であればよい。例えば、おむつは、全体が長方形、Ｔ字形状
またはほぼ砂時計の形状であればよい。図示した実施例において、おむつ20は全体が砂時
計形状またはＩ字形状有する。このような構造において、おむつは、おむつの前後ウエス
トセクション22、24の双方に一対の横方向に対向した耳部分38を備える。耳部分38はおむ
つ20の中間セクション26内の横中心線42にほぼ沿っているおむつ20の最も狭い部分を横方
向に越えて延びているおむつ20の部分である。
【００１６】
図1に図示するように、おむつ20は、おむつ20を着用者のウエストに固定するのに採用さ
れる一対のファスナー50を含む。適当なファスナー50は、フックおよびループ式ファスナ
ー、接着剤テープファスナー、ボタン、ピン、スナップ、マッシュルームおよびループフ
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ァスナー等を含む。協働する側部パネル部材52が各ファスナーと組み合わされて、少なく
ともおむつ20の横方向44に沿って弾性的に伸長可能なように構成されてもよいし、非弾性
的に構成されてもよい。おむつ20は、ファスナー50が取外し可能に係合し、おむつ20を着
用者のウエスト周りに固定するようになっている取り付けパネル54を含んでいてもよい。
例えば、1実施例において、ファスナー50はフック式ファスナーを含んでいてもよいし、
取付けパネル54はフック式ファスナーが取外し可能に係合するようになっている相補的ル
ープ式ファスナーを含んでいてもよい。ファスナー50と取付けパネル54は本分野において
公知である。ファスナー50は外側カバー32に取外し可能に係合するように構成されていて
もよい。
【００１７】
改善されたフィット性を与え、おむつ20から人体排泄物の漏れを少なくするためにおむつ
の側部マージンと端部マージンが、脚部弾性部材56とウエスト弾性部材58のような適当な
弾性部材で弾性化されていればよい。例えば、脚部弾性部材56は、単一または複数の、弾
性、すなわち、おむつ20の側部マージンに作動的にギャザーを形成し、シャーリングを形
成するように構成されたエラストマー組成物ストランドを含んでいればよく、着用者の脚
部の周りに密着できる弾性化された脚部バンドを形成し、漏れを減少させ、改善された心
地よさと外観を与えるようになっている。同様に、ウエスト弾性部材58はおむつ20の端部
マージンを弾性化し、弾性化されたウエストバンドを形成するようになっている。ウエス
ト弾性部はウエストバンドセクションに作動的にギャザーをよせて、シャーリングを形成
し、着用者のウエストまわりに弾性的に心地よい密着性を与えるようになっている。
【００１８】
弾性部材56および58は、弾性的に収縮可能な状態でおむつ20に固定されており、通常のひ
ずみ構造で、弾性部材はおむつ20に対し効率的に収縮するようになっている。例えば、お
むつが非収縮状態の間、弾性部材56、58は延ばされて、おむつ20に固定される。図１にお
いて、弾性部材56,58は、明白にするために非収縮伸長状態で図示されている。あるいは
、おむつ20は、おむつ20の少なくとも中間セクション26において側部マージンに沿ってお
むつに取付けられた一対の分離し、弾性化されギャザーが寄せられた脚部ガセット（図示
せず）を含み、弾性化された脚部カフスを形成するようになっている。このような脚部ガ
セットはおむつ20の側部マージンの円弧部分を越えて延び、ブリッジをかけるように構成
されていればよい。
【００１９】
図3に図示するように、おむつ20は、おむつ20の前部ウエストセクション22の体側ライナ
ー34に配置された液体処理層90を含む。液体処理層90は液体排泄物を含むように構成され
ており、吸収性本体36に液体排泄物を分布させるように構成されている。液体処理層90は
、着用者の皮膚に配置された体側ライナー34の一部から液体排泄物があふれ、収集されな
いようにし、皮膚の親和性レベルを減少させることになる。液体処理層90は、所望の形状
と構造を有しており、おむつ20の前部ウエストセクション22において体側ライナー34の全
体あるいは一部だけをカバーすればよい。図示した実施例において液体処理層90は卵形状
であり、約10から約150平方センチメートルの面積を形成する。
【００２０】
様々な織布および不織布が液体処理層を構成するように使用できる。例えば、液体処理層
90はメルトブローまたはポリオレフィン繊維のスパンボンドウェブから構成された層から
なる。液体処理層90は、結合され、カーディングされたウェブまたは天然または合成繊維
の乾式堆積ウェブから構成されていればよい。液体処理層90は、所望レベルの湿潤性およ
び疎水性を与えるように処理されているか、処理されていない実質的に疎水性材料から構
成されていればよい。あるいは、本発明のおむつ20の吸収性本体36に適するものとして以
下に記載したような他の適当な材料も、液体処理層90を形成するのに使用してもよい。
【００２１】
おむつ20は、該おむつ20の少なくとも中間セクションにおいて、おむつ20のほぼ側部縁28
に沿って配置された一対の長手方向に延びる耐圧縮性封じ込めバリヤ（図示せず）を含む
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。このような収納バリヤはおむつ20の脚部領域から糞便排泄物の横方向の流れを減少させ
、着用者の臀部と使用中のおむつ20の吸収部分との間に間隙を形成するようにるように構
成されている。間隙は、排泄物がおむつ20の吸収性本体36により吸収されたり、分解され
たりできるまで、おむつ20の人体排泄物、特に糞便排泄物を含むように構成されている。
おむつ20は、糞便排泄物の長手方向の流れが、後部ウエストセクションのようなおむつ20
の領域に入ることを防ぐような、少なくとも一つの封じ込めダム（図示せず）を含み、こ
のような材料をおむつ20の中に効率的に含むようになっている。このような封じ込めバリ
ヤと封じ込めダムの適当な構造が、1996年12月5日にＢ.Ｏ.ソアーにより米国特許出願さ
れ、本件出願人に譲渡された米国特許出願番号08/763,960号の“三次元長手方向の封じ込
めダムを有する吸収性物品”および同じく1996年９月5日にＢ.Ｏ.ソアーにより米国特許
出願され、本件出願人に譲渡された同第08/706、581号に記載されている。
【００２２】
本件出願に関連して使用するのに適したおむつ構造の例が、メイヤー他に1989年1月17日
に付与された米国特許第4,798,603号、バーナーディンに1993年1月5日に付与された同第5
,176,668号、ブルマー他に1993年1月5日に付与された同第5,176,672号、プロキシマイヤ
他に1993年3月9日付与された同第5,192、606号およびハンソン他に1996年4月23日に付与
された同第5,509,915号に開示されている。これらの開示が本明細書と一致するかぎりに
おいて、これらを引例として本明細書に組み入れる。本発明の様々な態様と構造が、柔軟
性、人体一致性、減少する着用者の皮膚のかぶれ、減少する皮膚親和性、および人体排泄
物の改善された封じ込めからなる別個の組み合わせを提供できる。
【００２３】
おむつ20の様々な成分は、接着剤、音波結合、熱結合またはこれらの組み合わせのような
様々な種類の適当な取付け手段を採用してともに一体的に組立てられている。図示した実
施例において、例えば、体側ライナー34と外側カバー32が相互に組立てられており、ホッ
トメルト、感圧式接着剤のような接着剤で吸収性本体36に組立てられている。接着剤は、
接着剤の均一の連続層、接着剤のパターン化された層、接着剤のスプレー層、または接着
剤の別個のライン配列、スワールまたはドットとして塗布されればよい。同様に、ファス
ナー50及び弾性部材56,58のような別のおむつ成分が上述した取付け機構を採用すること
によっておむつ20の物品に組立てられる。
【００２４】
図1にそれぞれ図示したように、おむつ20の外側カバー32は、液体透過性または液体不透
過性の何れかの材料から構成されることが適当である。外側カバー32は実質的に液体不透
過性材料から形成されることが一般的に好まれる。例えば、一般的外側カバーは、薄いプ
ラスチックフィルムまたは別の可撓性のある液体不透過性材料から製造できる。例えば、
外側カバー32は、約0.012ミリメートル（0.5ミル）から約0.051ミリメートル（2.0ミル）
の厚さを有するポリエチレンフィルムから製造されればよい。より布状の感触を有する外
側カバーが望まれる場合には、外側カバー32は、ポリオレフィン繊維のスパンボンドウェ
ブのような外面に積層された不織ウェブを有するポリオレフィンフィルムから構成されて
いればよい。例えば、約0.015ミリメートル（0.6ミル）の厚さを有する伸縮して薄くなっ
たポリプロピレンフィルムが、1フィラメントあたり1.5から2.5デニールの厚さを有する
ポリプロピレン繊維からなるスパンボンドウェブに熱的に積層され、不織ウェブの坪量は
約17グラム/平方メートル（0.5オンス/平方ヤード）である。このような布状の外側カバ
ーを形成する方法は、本分野の当業者に公知である。
【００２５】
さらに、外側カバー32は、所望レベルの液体不透過性を、吸収性本体36に隣接または近接
する選択された領域に与えるように全体的にまたは部分的に構成された織または不織繊維
ウェブ層から形成されていればよい。さらに、外側カバー32はエンボス加工されたり、ま
たはより美的な美しさの外観を与えるようマットに仕上げることができる。
【００２６】
図1に図示したように体側ライナー34は着用者の皮膚に対し心地よく、ソフトな感触で刺
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激を与えない体側面を与えることが適切である。本発明の異なる態様における体側ライナ
ー34は使用時において、着用者の臀部に密接に接触したままであるように構成される。更
に、体側ライナー34は吸収性本体36よりも親水性ではなくてもよく、比較的乾燥した面を
着用者に与え、容易にその厚さを貫通できる液体透過性であるように充分に多孔性であれ
ばよい。適当な体側ライナー34は、有孔性フォーム、網状フォーム、穿孔プラスチックフ
ィルム、天然繊維（例えば、木材または綿繊維）、合成繊維（例えば、ポリエステル、ま
たはポリプロピレン繊維）または天然および合成繊維の組み合わせのように様々なウェブ
材料の選択から製造されればよい。体側ライナー34は着用者の皮膚を吸収性本体36に保持
された液体から分離する助けとなるように利用される。
【００２７】
様々な織および不織布を体側ライナー34に使用できる。例えば、体側ライナーは、ポリオ
レフィン繊維のメルトブローまたはスパンボンド結合されたウェブであればよい。体側ラ
イナーは、実質的に疎水性材料から構成され、疎水性材料は、任意的に界面処理または、
所望レベルの湿潤性と親水性を与えるように処理されればよい。本発明の特定の実施例に
おいて、体側ライナー34は、不織、スパンボンド、ポリプロピレン布から構成され、この
布は、坪量が約20グラム/平方メートルおよび密度が約0.13グラム/立方センチメートルの
ウェブに形成される約2.8乃至3.2デニールから構成される。布は、ロムアンドハスコーポ
レーションから商標名TritonX－102として商業的に入手できる界面処理剤で処理されれば
よい。界面処理剤は、スプレー、印刷、ブラッシュコーティング等のような従来の手段で
付与されればよい。界面処理剤は体側ライナー34全体に付与されるか、またはおむつの長
手方向の中心線に沿って中間セクションのような体側ライナー34の特定のセクションに選
択的に付与されて、このようなセクションにより大きな湿潤性を与えるようになっていれ
ばよい。
【００２８】
図1に図示するように、おむつ20の吸収性本体36は、セルロースフラフのように超吸収性
材料として公知の高吸収性材料粒子で混合された親水性繊維のマトリックスから構成され
ることが適当である。特定の実施例において、吸収性本体36は、木材パルプフラフのよう
なセルロースフラフのマトリックスおよび超吸収性ヒドロゲル形成粒子から構成される。
木材パルプフラフは、合成ポリマメルトブロー繊維またはメルトブロー繊維と天然繊維と
の組み合わせと取り替えてもよい。超吸収性粒子は親水性繊維とほぼ均質に混合されるか
、非均質的に混合される。フラフと超吸収性粒子は吸収性本体36の所望ゾーンに選択的に
配置されて、人体排泄物をより多く含み吸収するようになっている。超吸収性粒子の濃度
は吸収性本体36の厚さにわたり変わってもよい。あるいは、吸収性本体36は繊維ウェブと
超吸収性材料の積層から、または局所領域において超吸収性材料を維持するのに適した別
の手段から構成されればよい。
【００２９】
吸収性本体36はいくつかの形状を有していればよい。例えば、吸収性コアは長方形、I字
形状またはT字形状であればよい。吸収性本体36はおむつ20の前後部分よりも股領域にお
いてより狭いことが一般的に好ましい。吸収性本体36の大きさと吸収能力は、意図する着
用者の大きさと、吸収性物品の意図する使用により得られる液体荷重に適合しなければな
らない。
【００３０】
高吸収性材料は、天然、合成および変性天然ポリマーおよび材料から選択できる。高吸収
性材料は、シリカゲルのような無機材料または架橋されたポリマーのような有機化合物で
あればよい。架橋されたとは、通常は水溶性材料を、実質的に水不溶性であるが効率的に
膨潤性にするための手段をいう。このような手段は、例えば物理的交絡、液晶ドメイン、
共有結合、イオン錯体および会合、ヒドロゲル結合のような親水性会合、疎水性会合また
はファンデールワールス力を含む。
【００３１】
合成ポリマー高吸収性材料の例には、アルカリ塩およびポリ（アクリル酸）およびポリ（
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メタアクリル酸）、ポリ（アクリルアミド）、ポリ（ビニールエーテル）のようなアンモ
ニア塩、ビニールエーテルとアルファオレフィン、ポリ（ビニール ピロリドン）、ポリ
（ビニール モルホリノン）、ポリ(ビニール アルコール)との無水マレイン酸コポリマー
およびこれらの混合物とコポリマーを含む。吸収性コアに使用するのに適した別のポリマ
ーは、水素化されたアクリルニトリルグラフトスターチ、アクリル酸グラフトスターチ、
メチルセルロース、カルボキシルメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、お
よびアルギネート、キサンガム、ローカスビームガム等のような天然ガムを含む。天然ポ
リマーおよび全体的にまたは部分的に合成吸収性ポリマーの混合物も本発明において有効
である。このような高吸収性材料は本分野における当業者に公知であり、広く商業的に入
手可能である。本発明に使用するのに適した超吸収性ポリマ－はバージニア州ポーツマウ
ス所在のホエストセラネセから入手できるSANWET IM3900ポリマーおよびミシガン州ミッ
ドランド所在のダウケミカル社から入手可能なダウDrytech2035LDポリマーである。
【００３２】
高吸収性材料は様々な幾何形状であればよい。一般的な規則として、高吸収性材料は別個
になった粒子の形態である。しかし高吸収性材料は、繊維、フレーク、ロッド、球体、ニ
ードル等の形態でもよい。一般的な規則として、高吸収性材料は吸収性本体36の全重量に
基いて約５から約90重量パーセントで吸収体本体に存在する。
【００３３】
任意的には、実質的に親水性のティッシュラップシート（図示せず）が吸収性本体36の乾
式堆積繊維構造の一体性を維持するのに役立つ。ティッシュラップシートは、少なくとも
２つの主要な向かいあう面上で吸収性本体のまわりに一般的に配置されており、クレープ
加工されたワッディングすなわち高湿潤強度ティッシュのような吸収性セルロース材料か
ら構成されている、本発明の1態様において、ティッシュラップシートは、吸い上げ層を
形成するように構成でき、吸収性本体からなる吸収性繊維質量以上の液体を急速に分布で
きる。本発明の別の態様において、吸収性繊維質量の一方側にあるラップシート材料は、
繊維質量の対向側に配置されたラップシート材料に結合されていればよい。
【００３４】
図1に図示したように、本発明のおむつ20の体側ライナー34は糞便排泄物を受取り、この
ような排泄物の少なくとも一部を着用者の皮膚から離すように構成された開口部60を含む
。開口部60は、使用時に排泄物が体側ライナー34内の開口部60を通り、体側ライナー34と
おむつ20の吸収性本体36との間の間隙に入るように配置されている。間隙に含まれた糞便
排泄物の少なくとも一部が吸収性本体36によって吸収され、分解される。
【００３５】
体側ライナー34内の開口部60は、使用中に着用者の肛門に整列するように配置されている
。例えば、体側ライナー34の開口部60はおむつ20のターゲットゾーンに配置されている。
本明細書に使用するように、ターゲットゾーンとは、着用者からの糞便排泄物を直接受取
り、おむつ20の股部分に一般的に配置されるおむつ部分のことをいう。詳細には、ターゲ
ットゾーンは約5から約10センチメートルの長さに延びており、これの約１/3の長さが、
おむつの横方向の中心線42からおむつ20の前部ウエストセクション22に向かって長手方向
に延びており、残余部分は長手方向におむつ20の背部ウエストセクション24の方向に長手
方向に延びている。
【００３６】
体側ライナー34内の開口部60は、一般的に前端部縁、後端部縁および横方向に対向した一
対の側部縁62を備える。開口部60の前後端部縁は、おむつ20の前後ウエスト22,24に隣接
しているか、またはこの中にそれぞれ配置されている。体側ライナー34の開口部60は長手
方向46の長さ64と横方向44の幅66とを有する。本明細書に使用する長さ64と幅66は、おむ
つ20の長手方向の中心線40と横方向の中心線42とに沿った開口部60の長さと幅のことをい
う。
【００３７】
開口部60の長さ64と幅66は、体側ライナーと34と吸収性本体36との間に作られた間隙を糞
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便排泄物が通ることのできるのに充分な大きさでなければならない。しかし、開口部60の
大きさは、開口部60を取り囲む体側ライナー34が効率的に分離され、開口部60を通って間
隙に入ってきた糞便排泄物の少なくとも一部が使用時に着用者の皮膚と接触したままでは
ないように大きすぎてはならない。従って、開口部60の寸法が制御され、人体排泄物の改
善された封じ込めと、着用者の改善された皮膚の良好さの双方を与えるようになっている
。
【００３８】
例えば、中程度の大きさの幼児により着用されることを目的とするおむつ物品に関し、開
口部は、約12.7センチメートル以下で、好ましくは約10センチメートル以下のおむつ20の
長手方向の中心線40に沿った長さ64と、約7.5センチメートル以下、好ましくは約3.8セン
チメートル乃至約6.3センチメートルであるおむつ20の横方向の中心線42に沿った幅66と
を形成する。好ましくは、開口部60は、おむつ20の長手方向の中心線40に沿ったおむつ20
の長さの約50パーセント以下、好ましくは約35パーセント以下の長手方向中心線40に沿っ
た長さ64と、おむつ20の横方向の中心線42に沿ったおむつ20の幅の約35パーセント以下で
ある幅66とを形成し、体側ライナー34と吸収性本体36との間の間隙に糞便排泄物を封じ込
め分離することを改善する。開口部60は、約150平方センチメートル以下で、好ましくは
約20乃至約100平方センチメートルの開放面積を有し、改善された性能を有することにな
る。図1に図示するように、体側ライナー34内の開口部60は、長さ64の約１/3か、それ以
下が、おむつ20の横方向中心線42からおむつ20の前部ウエストセクション22に向かって長
手方向に延びており、残余部分はおむつ20の背部ウエストセクション24の長手方向に向か
って延びている。改善された性能のためには、開口部60の長さ64の少なくとも約60パーセ
ント、好ましくは約70から80パーセントがおむつ20の横方向中心線42の後方に配置されて
いることが望ましい。例えば、中間程度の大きさの幼児により着用されることを目的とす
るおむつ物品に関し、開口部は、約4.0から16.0センチメートルで、好ましくは約5.0から
10.0センチメートルのおむつ20の横方向中心線42の後方長さ70と、約0.25センチメートル
乃至約5.0センチメートル、好ましくは約1.0から約3.0センチメートルのおむつ20の横方
向中心線42の前部ウエスト側の長さ72を形成する。このような構造は体側ライナー34にお
ける開口部60と着用者の肛門との間に改善された整列を与えることになる。本明細書に使
用する後方とは、横方向の中心線42からおむつ20の後部ウエストセクション24の方向に延
びる方向のことをいう。
【００３９】
開口部60は糞便排泄物を受取ることのできる形状であればいかなる形であってもよい。適
当な形状は、円形、卵形、楕円形、四角形、矩形、三角形等を含む。図1に図示したよう
な特定の実施例において、開口部60は、開口部60の横方向に対向した側部縁62がおむつ20
の後部ウエストセクション24において相互に横方向外方に分岐した状態で、三角形状を形
成している。このような構造は着用者の臀部においてフィット性がよりすぐれ、糞便排泄
物の受取りと封じ込めを改善するということがわかった。これは、着用者の肛門が、着用
される物品の横方向の中心線の後方に配置されているので事実である。このように、体側
ライナー34の開口部60が、着用者の肛門からの糞便排泄物を受取るような位置にあること
を確実にするような大きさであり形状である。
【００４０】
この点に関し、開口部60の側部縁62は、図1に図示したようにおむつ20の横方向の中心線4
2からおむつ20の後部ウエストセクション24に向って延びるときに横方向外方に分岐する
ことが好ましい。このような構造において、開口部60の側部縁62は、おむつ20の長手方向
の中心線40に対し分岐68の角度を形成する。特定の実施例において、側部縁62は、糞便排
泄物の改善された受取りと封じ込めに関し、約5度から約45度、好ましくは約10度から約3
0度の分岐の角度を有する。おむつ20の横方向の中心線42から前部ウエストセクション22
に向って延びている、体側ライナー34の開口部60のその部分の大きさはさほど大きい必要
はない。一般的に、横方向中心線42から前部ウエストセクション22に延びている開口部60
のその部分は、肛門開口部から着用者の尻の間の臀筋溝に沿って通る糞便排泄物を受取る
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のに利用できる。図1に図示するように、開口部60の側部縁62は、これらがおむつ20の横
方向の中心線からおむつ20の前部ウエストセクション22に向って延びるにつれ、横方向内
方に収束すればよく、体側ライナー34とおむつ20の吸収性本体36との間の間隙に糞便排泄
物を改善された状態で分離することできる。
【００４１】
本発明の異なった態様のおむつ20では、体側ライナー34に取付けられた少なくとも1つの
弾性部材74を含む。弾性部材74は、体側ライナー34の開口部60が、特に着用者が活動して
いる間、着用者の肛門から人体排泄物を受取るように配列されたままである。弾性部材74
は、さらに開口部60を着用者人体と接触させたままにし、体側ライナー34の体が面する側
の面上の排泄物の量を減少させるので、皮膚の刺激レベルが減少することになる。弾性部
材74は、体側ライナー34にギャザーを寄せてシャーリングを形成し、体側ライナー34とお
むつ20の吸収性本体36との間に間隙を形成するので好ましく、糞便排泄物を含むようにな
っている。上述したように、糞便排泄物が体側ライナーの開口部60を通り、このような間
隙に入ると、吸収性本体36によって、排泄物は吸収され、分解されることになる。
【００４２】
弾性部材74は、例えば、個々の弾性材料の1か、2以上のストランドのような適当な弾性材
料から構成される。例えば、適当な弾性ストランドは、Ｅ.Ｉ.デュポン社から入手できる
470デシテックスＬＹＣＲＡエラストマーから構成されていればよい。弾性部材74は、弾
性的に収縮可能な状態で体側ライナー34に接続されていることが好ましく、弾性部材74の
収縮が、改善されたフィット性と性能のために体側ライナー34を収縮させて、ギャザーを
形成することになる。図1において、弾性部材74は、わかりやすくするために非収縮、伸
長状態で図示されている。
【００４３】
図1に図示する特定の実施例において、おむつ20は横分岐方向に開口部の端部縁の少なく
とも一方を越えて長手方向に延びる一対の横方向に対向した弾性部材74を含む。このよう
な構造において、弾性部材74は、体側ライナー34における開口部60が糞便排泄物を受取る
ように着用者の肛門部とより適切に整列するように構成されている。このような分岐する
弾性部は、着用者の身体の脚部、尻および上部腹部分の間を伸びるしわ、またはシームに
フィットするように構成されており、このようなシームにおいて体側ライナー34が適切に
フィットするようになっている。このような分岐する弾性部材74が着用者の身体に開口部
60が改善された状態で整列するようにできるので、体側ライナー34における開口部60の大
きさは、孔を備えたライナーを有する従来の吸収性物品に比較すると小さくなる。上述し
たように、本発明の体側ライナー34における開口部60がより小さいことは、開口部60を通
過する糞便排泄物と着用者の皮膚との間の接触量が少なくなるので好ましく、改善された
皮膚状態となる。
【００４４】
例示するように、弾性部材74は、おむつ20の横方向の中心線42に対し分岐角80を形成する
横分岐方向に開口部60の端部縁を越えて長手方向に延びている。弾性部材74は、おむつ20
の側部縁28と端部縁30の中間によって形成されたおむつ20の角方向に延びているので好ま
しい。上述した改善されたフィット性と整列性を与えるために、弾性部材が開口部60の端
部縁を越えるときの弾性部材の分岐80の角度は約20度から約70度であり、好ましくは約30
度から約45度である。
【００４５】
弾性部材74はおむつ20のウエストセクションの一方におむつ20の横方向に対向した耳部分
38に向って長手方向で横外方に延びることが好ましい。このような構造において、弾性部
材74の端部はファスナー50または結合パネル54に隣接または整列し、着用者のウエスト周
りのおむつ結合が弾性部材74に力をかけ、糞便排泄物を受取るのに、開口部60が適当に整
列する。着用者周りのおむつ20の結合によって弾性部材74にかけられる力は、体側ライナ
ー34が着用者の皮膚に接触することを補助する。特に、弾性部材74のこのような構造は、
改善された性能のために、体側ライナー34が着用者の上部大腿部および胃に接触するよう
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にする。例えば、図示した実施例において、弾性部材74は、おむつ20の前部ウエストセク
ション22における結合パネル54に隣接または近接して耳部分38に向って開口部60の前端部
縁を越えて長手方向に延びる。
【００４６】
図1に図示するように、開口部60を越えて長手方向に延びる弾性部材74の一部は、おむつ2
0の長手方向の中心線40から長手方向外方にも延びる。このましくは、弾性部材74は少な
くとも約2.0センチメートルの距離76だけ横外方に延び、開口部60が着用者に対し適切に
整列することを確実にする。弾性部材74は開口部60の端部縁を距離78越えて長手方向に延
びている。開口部の改善されたフィット性と整列に関し、弾性部材74は、おむつ20の全長
少なくとも約5パーセントの距離78だけ開口部の端部縁を越えて長手方向に延びることが
好ましい。普通程度の大きさの幼児に使用されることを意図するおむつ20において、弾性
部材74は、少なくとも約5.0センチメートルだけ開口部の端部縁を越えて長手方向に延び
ることが好ましい。
【００４７】
図1に図示するように、体側ライナー34の弾性部材74は、体側ライナー34の開口部60の横
方向に対向した側部縁62の双方の長さの少なくとも一部に沿って延びていればよい。この
ような構造において、弾性部材74は体側ライナー34と着用者の臀部との間に密接した心地
よいフィット性を形成する助けとなり、着用者の肛門に対し開口部60が改善された状態で
整列し、糞便排泄物をうまく受取るようになる。弾性部材74は着用者の臀部にシールを形
成するように構成されており、糞便排泄物の横方向の流れを防ぐことによって、おむつ20
の体側ライナー34における開口部60の側部縁62に沿って漏れが減少することを助けるよう
になっている。弾性部材74は使用中に開口部60の側部縁62が着用者の臀部との接触を維持
するように構成されており、着用者が着座中にかける圧縮力のために発生する可能性のあ
る糞便排泄物の広がった横方向の流れに対し改善された状態で抵抗を与えるようになって
いる。
【００４８】
図1に図示した特定の実施例において、弾性部材74はおむつ20の前部ウエストセクション2
2において開口部60の前端部縁に沿ってまたはこれに隣接して延びておらず、着用者の性
器に対する刺激を減少させ、改善されたフィット性と心地よさを与えるようになっている
。
【００４９】
この結果として、本発明の別の態様は、人体排泄物を効率的に分離し、吸収し、含む吸収
性物品を形成することができる。吸収性物品はこのような人体排泄物と着用者の皮膚との
間の接触量を減らし、物品の脚部とウエスト領域から人体排泄物が漏れる量を少なくさせ
るように構成された人体に隣接するライナーを含む。特に、吸収性物品は、開口部を有す
る体側ライナーを含み、該開口部は糞便排泄物が通過することができるが、大きすぎるこ
とはなく、糞便排泄物と着用者の皮膚が過度に接触しないようになっている。さらに、吸
収性物品は、体側ライナーに取付けられた少なくとも一つの弾性部材を含み、開口部が着
用者の肛門と接触し、ライナーと着用者人体との間の接触を維持する。結果として、本発
明の様々な態様の吸収性物品は従来の吸収性物品と比較すると、皮膚の刺激と漏れのレベ
ルが減少した。
【００５０】
本発明は、本発明の特定の態様に関し詳細に記載してきたが、前述の説明を理解しようと
する際に、本発明の当業者であれば、これら態様の変更、変形、および均等例が本発明の
精神から逸脱することなくなされることが容易に明白になるであろう。このような変更お
よび修正は、付記された請求の範囲により定義された本発明の範囲内にあることが考慮さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の１実施例に関する吸収性物品の部分的に切断された上部平面図である
。
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【図２】　線2－2に沿って切断された図１の吸収性物品の断面図である。
【図３】　本発明の別の実施例に関する吸収性物品の一部切断上部断面図である。

【図１】

【図２】

【図３】
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